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令和５年 職員の給与等に関する報告及び勧告の骨子

（令和５年10月４日 岡山県人事委員会）
報告及び勧告のポイント

１ 民間給与との較差の解消を図るため、月例給の引上げ改定（0.75％）

２ 期末手当・勤勉手当（特別給）の引上げ（0.10月分）

Ⅰ 民間給与との比較

１ 月例給 （職員と民間の４月分給与を、給与決定要素である職種、役職、年齢等が同じ者同士で比較）

職員給与(B)
較 差 〈参 考〉

民間給与(A) (A)－(B) (A)－(B) ×100 較 差
［行政職、平均43.3歳］ (B) （国）

372,708円 369,926円 2,782円 （0.75％） 3,869円（0.96％）

備考 企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上である県内の民間事業所のうちから246事業所
を無作為抽出し、当該事業所の約8,700人の個人別給与を実地調査（調査完了率：88.9％）

２ 特別給 （昨年冬と本年夏の民間の特別給の年間支給割合との比較）

民間の支給割合 4.48月 （職員 4.40月）

Ⅱ 民間給与との比較に基づく給与改定等

１ 月例給（改定率 0.75％、改定額 2,777円）

・若年層に重点を置いた給料表の改定

・優秀な人材確保が重要な課題となっていることを踏まえ、初任給を引上げ

（初任給：行政職 大卒 196,900円 → 207,400円、高卒 161,500円 → 173,300円）

２ 期末手当・勤勉手当（特別給）

・年間の支給割合を0.10月分引上げ（4.40月分 → 4.50月分）

・民間の支給状況等を踏まえ、支給月数の引上げ分は、期末手当及び勤勉手当に
0.05月分ずつ均等に配分

６月期 12月期

令
和 期末手当 1.20月 → 支給済み 1.20月 → 1.25月(＋0.05月)
５
年 勤勉手当 1.00月 → 支給済み 1.00月 → 1.05月(＋0.05月)
度

令
和 期末手当 1.20月 → 1.225月(＋0.025月) 1.20月 → 1.225月(＋0.025月)
６
年 勤勉手当 1.00月 → 1.025月(＋0.025月) 1.00月 → 1.025月(＋0.025月)
度

３ その他給与の改定
・初任給調整手当

医師に係る初任給調整手当について医師の処遇確保の観点から改定

４ 改定の実施時期

・改定の実施時期は令和５年４月１日。ただし、２については令和５年12月１日
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Ⅲ 公務員人事管理

１ 人材の確保・育成
・国や他自治体、民間企業との人材獲得に向けた競合が激化する中、より優秀で意欲
ある人材を確保するため、任命権者と連携し、一層強力に取り組むとともに、職員
がやりがいをもって生き生きと働くことができる職場であることを受験希望者に発
信することで、人材確保に向けた好循環につなげることが必要。このため、職場内
の良好な人間関係や雰囲気づくりなどを含めた働きやすい職場環境整備に取り組む
ことも重要

・障がい者雇用促進の観点から、障がいの内容や程度に応じて能力が発揮されるよう、
採用後の具体的な業務や職場環境の整備等について検討していくことが必要

・職員がモチベーションと主体性を高め、持てる能力を最大限発揮できるよう、ＯＪ
Ｔの推進など人を育てる職場環境整備が必要

・女性職員に多様な経験を積ませ、積極的に登用を進めるとともに、キャリア形成の
道筋を示すなど、意欲を引き出す取組が重要

２ 人事評価制度
・人事評価の結果を任用や給与等に適切に反映していくことは重要であり、人事評価
を通して人材育成につなげることが大切

・職種、職場によって異なる事情を踏まえながら、適正に評価を行い、納得性のある
制度として維持することが必要

３ 仕事と生活の両立支援
・育児や介護のための各種休業・休暇制度の積極的な活用を促すとともに、制度が利
用しやすい雰囲気や職場内の良好な人間関係など職場環境整備が必要

・テレワークや時差出勤など多様で柔軟な働き方は、育児や介護で時間的な制約があ
る職員などの能力発揮やワーク・ライフ・バランスに資することから、引き続き環
境整備等の検討が必要

４ 時間外勤務等の縮減
・長時間の時間外勤務は心身両面の負担が非常に大きいため、臨機応変に業務分担の
見直しを行うなど負担の平準化を図る方策を積極的に講じることが必要

・教育職員について、時間外在校等時間が、平均でも月45時間を超えている現状に鑑
み、教職員個々の実態に即した、より実効性ある取組を継続し、やりがいを持って
生き生きと働ける環境を作り上げていくことが不可欠

・業務の削減・合理化や業務配分の適正化を徹底した上で、業務量に応じた適正な執
行体制を確保するといった抜本的な対策及び取組を進めることが必要

５ 心の健康づくり
・心の健康の問題は、未然防止が肝要であり、不調者の早期発見と早期対応、再発防
止のための関係機関等との連携強化が重要

６ ハラスメントの防止
・ハラスメントを根絶する強い意志を持って、職員が相談しやすい体制整備など、あ
らゆるハラスメント行為の未然防止や解決に向け、強力に取り組むことが必要

７ 公務員倫理の徹底
・職員が公務員倫理の重要性を深く理解し、強い使命感と高い規範意識を持って全力
で職務に精励できるよう、不祥事根絶に向けた取組を推進することが必要
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《参考１》令和５年度の平均年間給与（行政職：平均年齢 43.3歳）

勧告前 勧告後 勧告前後の差

6,121千円 6,205千円 84千円

《参考２》最近の給与勧告の状況

月例給 期末・勤勉手当 平均年間給与

較差率 改定率 年間支給月数 対前年増減 増減額 増減率

平成26年 0.16％ 0.16％ 4.10月 0.15月 6.7万円 1.1％

平成27年 0.21％ 0.21％ 4.20月 0.10月 5.1万円 0.8％

平成28年 0.12％ 0.12％ 4.30月 0.10月 4.6万円 0.8％

平成29年 0.11％ 0.11％ 4.40月 0.10月 4.5万円 0.7％

平成30年 0.06％ 0.06％ 4.45月 0.05月 1.6万円 0.3％

令和元年 0.06％ 0.06％ 4.50月 0.05月 1.4万円 0.2％

令和２年 △0.02％ － 4.45月 △0.05月 △ 2.0万円 △0.3％

令和３年 0.02％ － 4.30月 △0.15月 △ 5.8万円 △0.9％

令和４年 0.15％ 0.15％ 4.40月 0.10月 4.7万円 0.8％

令和５年 0.75％ 0.75％ 4.50月 0.10月 8.4万円 1.4％

※ 平均年間給与の欄は、各年の勧告実施による増減を示したもの


